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仙台市政だより　令和４年（2022年） １月号

カ
ー
ド
型
障
害
者
手
帳
の
交
付

を
開
始
し
ま
す

　
２
月
中
旬
か
ら
障
害
者
手
帳
の
種

類
（
紙
型
・
カ
ー
ド
型
）
を
選
択
で

き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

◦
対
象
と
な
る
手
帳‖

身
体
障
害
者

手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保

健
福
祉
手
帳　
◦
カ
ー
ド
型
手
帳
は

仙
台
す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
事
業 

の
お
知
ら
せ

入
会
説
明
会

◦
日
時‖

１
月
17
日
㈪
午
前
10
時
～

11
時
15
分　
◦
会
場‖

市
役
所
上
杉

分
庁
舎
２
階　
◦
対
象‖

子
ど
も
を

預
け
た
い
方
（
利
用
時
間
に
応
じ
た

費
用
が
か
か
り
ま
す
）
と
、
預
か
る

こ
と
が
で
き
る
方　
◦
託
児
有
り

（
１
歳
～
３
歳
６
カ
月
。
要
申
し
込

み
）　
申
電
話
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス

（
参
加
者
の
氏
名
と
電
話
番
号
、
託

児
希
望
の
方
は
子
ど
も
の
氏
名
、
年

齢
も
記
入
）
で

協
力
会
員
募
集

　
子
ど
も
を
預
か
る
子
育
て
支
援
活

動
に
参
加
す
る
方
を
募
集
し
ま
す
。

◦
対
象‖

市
内
に
お
住
ま
い
の
健
康

な
20
歳
以
上
の
方
で
、
入
会
説
明
会
、

面
接
お
よ
び
講
習
会
を
受
講
で
き
る

方
。
資
格
は
不
要
で
す　
◦
活
動
内

容‖

保
育
施
設
へ
の
送
迎
や
そ
の
前

後
の
預
か
り
等　
◦
報
酬
有
り　
◦

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

※
い
ず
れ
も
申
・
問
仙
台
す
く
す
く

サ
ポ
ー
ト
事
業
事
務
局
☎
214
・
５
０

０
１
、
℻
214
・
８
６
１
０

今月の採用情報　〔　〕内は募集人数

問社会課☎214･8541
※災害義援金の新規受け付けは終了しています

■東日本大震災災害義援金
配分対象 配分額

人的被害 死亡・行方不明者 6,373円災害障害見舞金を支給された方

住家被害
（１世帯当たり）

津波浸水区域で被災
した世帯

全壊 7,881円
大規模半壊 5,331円

上記区域以外で被災
した世帯

全壊 6,373円
大規模半壊 3,823円

■台風第19号災害義援金
配分対象 配分額

人的被害 死亡・行方不明者 108,139円
重傷者 54,069円

住家被害
（１世帯当たり）

全壊 108,139円
半壊（大規模半壊含む） 54,069円

準半壊・一部損壊（床上浸水） 10,813円
一部損壊（床下浸水） 5,406円

■（公財）仙台市健康福祉事業団職員
種類等 業務内容等

①保健師
（常勤嘱
託職員）
〔若干名〕

業務内容 ‖ 生活習慣病予防、高齢者の介護予防、障
害者健康づくり事業の企画・運営および保健指導等
／応募資格 ‖ 保健師の資格を有する方（３月までの
取得見込みを含む）／雇用期間 ‖ 令和４年４月１日
から１年間（更新の場合有り）／選考日 ‖２月２日
㈬

②運動
指導員
（常勤嘱
託職員、
非常勤嘱
託職員）
〔いずれ
も若干
名〕

業務内容 ‖ 生活習慣病予防、高齢者の介護予防、障
害者健康づくり事業の企画・運営および運動指導等
／応募資格 ‖ 普通自動車運転免許を有し、次のアイ
のいずれかの要件を満たす方ア学校教育法による大
学、短期大学または２年制以上の専門学校で、体育
系またはリハビリテーション系の学科を専攻し卒業
した（３月までの卒業見込みを含む）イ職業として
２年以上の運動指導経験がある／雇用期間 ‖ 令和４
年４月１日から１年間（更新の場合有り）／選考日

‖２月２日㈬

③訪問
調査員
（常勤嘱
託職員）
〔６人
程度〕

業務内容 ‖介護保険の要介護認定等の訪問調査等／
応募資格 ‖普通自動車運転免許および介護支援専門
員の資格を有する方（３月までの実務研修修了見込
みを含む）／雇用期間 ‖ 令和４年４月１日から１年
間（更新の場合有り）／選考日 ‖２月７日㈪

申市役所本庁舎１階市民のへや、区役所総合案内、シルバー
センターなどで配布する募集案内（ホームページhttps://
www.senkenhuku.com/でも閲覧可）に記載の応募書類を
①②１月19日③１月26日（いずれも必着）までに／問仙台市
健康福祉事業団☎215･3192

■バス運転手教習生〔10人程度〕
業務内容／申し込み／問い合わせ先等

業務内容 ‖市営バス事業に係る補助業務に従事しながら、大型
自動車第２種運転免許を取得（費用は原則交通局負担）。免許
取得後はバス運転手（会計年度任用職員）として継続して任
用し、一定の経験を積むと正職員登用試験が受験可／応募資
格 ‖昭和56年４月２日以降生まれで、採用予定日に普通自動
車運転免許取得後３年を経過しており、視力・無事故無違反
歴など一定の要件を満たす方／採用予定日 ‖令和４年４月１
日／１次試験日 ‖１月23日㈰（筆記、適性検査、面接）／申
市役所本庁舎１階市民のへや、区役所総合案内などで配布する
試験案内（交通局ホームページからもダウンロード可）に添付
の申込書で１月18日までに／問交通局総務課☎712･8307

■回転翼航空機操縦士〔１人程度〕
業務内容／申し込み／問い合わせ先等

業務内容∥主に消防航空隊の隊員として消防ヘリコプター（現
有機：ベル式412EP型）の操縦を行うほか消防業務全般に従
事／受験資格∥次のアイいずれかの区分に該当する方ア昭和
38年４月２日以降の生まれで、次の⒜～⒞の全ての要件を満
たす方⒜国土交通大臣が交付する回転翼航空機の事業用操縦
士技能証明（陸上多発タービン機）を有し、ベル式212型の限
定型式を有する⒝有効な第１種航空身体検査証明を有する⒞
総務大臣が交付する航空無線通信士の資格を有する（３月まで
の取得見込みを含む）イ昭和51年４月２日以降の生まれで、
次の⒟～⒢の全ての要件を満たす方⒟国土交通大臣が交付す
る回転翼航空機の事業用操縦士技能証明（陸上単発タービン機
または陸上多発タービン機）を有する⒠回転翼航空機の総飛行
時間が300時間以上である⒡有効な第１種航空身体検査証明を
有する⒢総務大臣が交付する航空無線通信士の資格を有する
（３月までの取得見込みを含む）／採用予定日 ‖令和４年４月
１日／考査日∥２月５日㈯／申市役所本庁舎１階市民のへや、
区役所総合案内、消防局総務課等で配布する選考案内（市ホー
ムページからもダウンロード可）の申込書で１月19日までに
／問消防局総務課☎234･1111

■特別支援教育職員（会計年度任用職員）
種類等 業務内容等

特別支援
教育指導
補助員
〔15人
程度〕

業務内容 ‖市立の小・中学校で通常の学級に在籍し
ている、発達障害等があり特別な支援が必要な児童
生徒への指導補助／応募資格 ‖発達障害児等の教育
に関心がある方／任用期間 ‖ 令和４年４月１日から
１年間（再度任用の場合有り）／選考 ‖書類選考・面
接

特別支援
学級指導
支援員
〔15人
程度〕

業務内容 ‖市立の小・中学校の特別支援学級におけ
る児童生徒への指導支援／応募資格 ‖大学等におい
て教育学または介護福祉に関する専門分野を修了
し、教育実習または介護福祉士実習等の経験がある
方／任用期間 ‖ 令和４年４月１日から１年間（再度
任用の場合有り）／選考 ‖書類選考・面接

言語
聴覚士
〔若干名〕

業務内容 ‖市立の小・中学校の特別支援学級および
特別支援学校に在籍している児童生徒への指導支援
／応募資格 ‖言語聴覚士の資格を有する方／任用期
間 ‖ 令和４年４月１日から１年間（再度任用の場合
有り）／選考 ‖書類選考・面接

申履歴書（写真貼付）を１月24日（必着）までに郵送で／申・
問〒980-8671特別支援教育課☎214･8879

　災害義援金申請書の提出がお済みの方に対し、災害
義援金の最終配分を行います。口座には１月中旬まで
に振り込む予定です。

災害義援金の最終配分を行います

高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防

接
種
期
間
を
延
長
し
ま
す

　
高
齢
者
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
予
防
接

種
の
接
種
期
間
を
、
１
月
31
日
㈪
ま

で
延
長
し
ま
す
。

◦
対
象‖

接
種
日
に
65
歳
以
上
の
方

ま
た
は
60
歳
～
64
歳
で
心
臓
機
能
等

に
障
害
が
あ
る
方
（
身
体
障
害
者
手

帳
１
級
相
当
程
度
）　
◦
自
己
負
担

‖

１
５
０
０
円　
◦
接
種
場
所‖

予

防
接
種
登
録
医
療
機
関
（
予
約
の
有

無
な
ど
は
、
直
接
医
療
機
関
に
要
確

認
）　
◦
原
発
避
難
者
特
例
法
の
対

象
と
な
る
福
島
県
内
13
市
町
村
か
ら

の
避
難
者
も
対
象　
◦
生
活
保
護
世

帯
、
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
等
は

自
己
負
担
無
料
。
詳
し
く
は
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
区
役
所
家
庭

健
康
課
、
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
10
ペ
ー
ジ
）

国
民
健
康
保
険
・
後
期
高
齢
者

医
療
保
険
・
介
護
保
険
料
の
納

付
済
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

　
令
和
３
年
中
に
口
座
振
替
に
よ
り

国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢
者
医

療
保
険
料
・
介
護
保
険
料
を
納
付
い

た
だ
い
た
方
に
納
付
済
額
の
お
知
ら

せ
を
、
そ
れ
ぞ
れ
１
月
下
旬
に
発
送

し
ま
す
。

　
納
め
た
保
険
料
は
、
所
得
税
と
住

民
税
の
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
と

な
り
ま
す
の
で
、
確
定
申
告
な
ど
に

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
保
険
料
を
年
金
か
ら
の
差

し
引
き
に
よ
り
納
め
た
方
は
、
年
金

保
険
者
か
ら
送
付
さ
れ
る
源
泉
徴
収

票
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

問
【
国
民
健
康
保
険
料
・
後
期
高
齢

者
医
療
保
険
料
】
区
役
所
・
宮
城
総

合
支
所
保
険
年
金
課
、
秋
保
総
合
支

所
保
健
福
祉
課
【
介
護
保
険
料
】
区

役
所
介
護
保
険
課
、
宮
城
総
合
支
所

障
害
高
齢
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健

福
祉
課
（
☎
は
10
ペ
ー
ジ
）

20
歳
に
な
っ
た
ら
国
民
年
金
　 

　
20
歳
に
な
っ
た
方
に
は
、
厚
生
年

金
加
入
者
を
除
き
、
日
本
年
金
機
構

か
ら
国
民
年
金
に
加
入
し
た
こ
と
を

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
国
民
年
金
は
老

後
だ
け
で
な
く
、
障
害
を
持
っ
た
と

き
や
、
加
入
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合

に
は
ご
遺
族
に
も
支
給
さ
れ
、
万
一

の
場
合
の
備
え
に
も
な
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
納
付
が
困
難
な
と
き
は
、

保
険
料
の
免
除
申
請
が
で
き
ま
す
の

で
ご
相
談
く
だ
さ
い
（
所
得
審
査
が

あ
り
ま
す
）。

問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支
所
保
険
年

金
課
、
秋
保
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
10
ペ
ー
ジ
）

幼
児
教
育
・
保
育
無
償
化
の
請

求
を
受
け
付
け
て
い
ま
す

◦
対
象‖
施
設
等
利
用
給
付
認
定

（
新
２
号
・
新
３
号
）
を
受
け
て
い

る
方
で
、
幼
稚
園
お
よ
び
認
定
こ
ど

も
園
の
預
か
り
保
育
事
業
、
認
可
外

保
育
施
設
、
一
時
預
か
り
事
業
、
病

児
保
育
事
業
、
仙
台
す
く
す
く
サ
ポ

ー
ト
事
業
を
利
用
し
て
い
る
方　
◦

対
象
と
な
る
利
用
期
間‖

令
和
３
年

10
月
１
日
～
12
月
31
日　
◦
請
求
期

限‖

１
月
20
日
㈭　
◦
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く

か
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い　
問
仙

台
市
幼
児
教
育
無
償
化
事
務
セ
ン
タ

ー
☎
214
・
８
９
７
８

■（公財）仙台市建設公社職員
種類等 業務内容等／申し込み／問い合わせ先等

事業職員
〔10人
程度〕

業務内容 ‖市営住宅等の入退去・家賃等の収納や訪
問徴収・修繕管理、駐輪場・駐車場の管理運営、総
務事務・経理／応募資格 ‖普通自動車運転免許を有
し、ワード・エクセルの基本操作ができる方／採用
予定日 ‖ 令和４年４月１日／申市役所本庁舎１階市
民のへや、区役所総合案内などで配布する試験案内
の申込書（ホームページhttp://www.sendai-kens
etsu.or.jp/からもダウンロード可）で１月21日まで
に／問仙台市建設公社☎214･8469

国
民
健
康
保
険
の
医
療
費
の
お

知
ら
せ
を
送
付
し
ま
す

　
病
院
等
を
受
診
し
た
際
の
医
療
費

の
総
額
等
を
記
載
し
た
、
国
民
健
康

保
険
の
「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を
、

令
和
３
年
１
月
～
10
月
受
診
分
は
１

月
に
、
11
月
～
12
月
受
診
分
は
３
月

に
お
送
り
し
ま
す
。

◦
お
知
ら
せ
は
確
定
申
告
の
医
療
費

控
除
に
使
用
で
き
ま
す　
◦
再
発
行

は
で
き
ま
せ
ん
の
で
大
切
に
保
管
し

て
く
だ
さ
い　
問
区
役
所
・
宮
城
総

合
支
所
保
険
年
金
課
、
秋
保
総
合
支

所
保
健
福
祉
課
（
☎
は
10
ペ
ー
ジ
）

子
ど
も
医
療
費
助
成
の
手
続
き

方
法
が
変
わ
り
ま
す

　
仙
台
市
国
民
健
康
保
険
加
入
中
の

方
の
子
ど
も
医
療
費
助
成
金
に
つ
い

て
、
１
月
診
療
分
か
ら
は
、
次
の
要

件
に
該
当
す
る
場
合
に
「
子
ど
も
医

療
費
助
成
申
請
書
」
の
提
出
が
必
要

と
な
り
ま
す
。

申
区
役
所
保
育
給
付
課
、
総
合
支
所

保
健
福
祉
課
で
配
布
す
る
申
請
書

（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
可
）
で　
申
・
問
区
役
所
保

育
給
付
課
、
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
10
ペ
ー
ジ
）

申
請
書
の
提
出
が
必
要
と
な
る
場
合

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
①
県
外

の
医
療
機
関
を
受
診
し
た
②
医
療
機
関
の

窓
口
で
受
給
者
証
を
提
示
し
な
か
っ
た
③

子
ど
も
医
療
費
助
成
の
取
り
扱
い
を
し
て

い
な
い
医
療
機
関
を
受
診
し
た
④
健
康
保

険
証
を
提
示
し
な
か
っ
た
⑤
治
療
用
装
具

を
作
製
し
た

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
で
運
転
免
許
証
等

と
同
サ
イ
ズ
。
I
C
チ
ッ
プ
は
非
搭

載　
◦
既
に
障
害
者
手
帳
を
お
持
ち

の
方
は
、
引
き
続
き
お
持
ち
の
手
帳

を
使
用
い
た
だ
け
ま
す　
◦
申
請
方

法
な
ど
詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い　
問
区
役
所
・
宮
城
総
合
支

所
障
害
高
齢
課
（
☎
は
10
ペ
ー
ジ
）

特
定
健
診
は
お
済
み
で
す
か
　 

　
国
民
健
康
保
険
の
特
定
健
診
の
受

診
期
間
は
、
1
月
31
日
㈪
ま
で
で
す
。

受
診
さ
れ
て
い
な
い
方
は
、
早
め
に

受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

◦
対
象‖

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
40
歳
～
74
歳
の
方
（
令
和
４

年
３
月
31
日
時
点
）　
◦
持
ち
物‖

特
定
健
診
受
診
券
（
送
付
済
み
）・

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証　
◦
登

録
医
療
機
関
で
受
診
し
て
く
だ
さ
い

◦
受
診
時
に
国
民
健
康
保
険
の
資
格

を
喪
失
し
て
い
る
方
は
、
受
診
で
き

ま
せ
ん　
◦
特
定
健
診
受
診
券
が
お

手
元
に
な
い
場
合
は
、
お
住
ま
い
の

区
の
区
役
所
・
総
合
支
所
に
被
保
険

者
証
を
持
参
し
、
再
発
行
の
手
続
き

を
行
っ
て
く
だ
さ
い　
問
区
役
所
家

庭
健
康
課
、
総
合
支
所
保
健
福
祉
課

（
☎
は
10
ペ
ー
ジ
）


